
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年７月２９日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

ハードディスク消去装置

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　強力な磁気により、ハードディスク等の記録媒体の磁気データを消去する装置
である。専用のケースに収納できる媒体であれば、フロッピーディスク、オーデ
ィオテープ、ビデオテープのいずれも消去可能である。

○構造、仕様、意匠
　コンデンサー及びコイルを利用して磁力線を発生させ、ハードディスク等に書
き込まれた磁気信号データを、一定方向に整列させる。
　定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、チャージ時５００Ｗ、放電時５０Ｗ

○ 主な使用者、販売先
情報処理機器処理業者等

　

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「消磁器」として取り扱う。

（理由）
　記憶媒体の磁気記録データを消去するものであることから「消磁器」として取
り扱うのが妥当と判断する。


